
第７章 運営体制の方針



第１節 現状の地域団体
現在、調査対象地区に存在する自治会や地域団体の詳細及び管理運営状況を把握するために、ヒアリング調査

を行った。その結果を表７－１、２、３にまとめる。
各団体の調査項目は、「創立年」「構成員数」「資金規模」「構成（代表者・属性内容）」「組織形態（組織内容・

集会）」「目的の内容」「活動内容」である。
また、調査対象者は以下のとおりである。

［鉄輪温泉地区］
自治会について・・・別府市役所
地域団体について・・「鉄輪愛酎会」「かんなめ会」「湯けむり倶楽部」「鉄輪共栄会」各団体の代表者または関係

者
［明礬温泉地区］
自治会について・・・自治会長
地域団体について・・「明礬旅館組合」「明礬温泉湯の花製造技術保存会」「明礬温泉協同組合」各団体の代表者

または関係者

１ 鉄輪温泉地区
表７－１より自治会は、「御幸自治会」、「風呂本自治会」、「鉄輪上自治会」、「井田自治会」、「鉄輪東自治会」、

「北中自治会」、「北鉄輪自治会」の７つが存在する。創立当時からどの自治会も住み良いまちづくりを目的とし
ている。活動内容は、温泉祭りの参加や清掃活動、敬老会や忘年会などの各種行事である。全ての自治会で創立
目的、現状の活動内容ともに、生活環境維持に関する内容であることがわかった。
地域団体では、「鉄輪愛酎会」、「かんなめ会」、「鉄輪湯けむり倶楽部」、「鉄輪温泉共栄会」、「鉄輪地獄組合」、

「鉄輪旅館組合」、「鉄輪商工会」、「鉄輪温泉旅館組合」、「鉄輪やまなみ組合」、「みゆき坂通り会」、「いでゆ坂通
り会」、「すじ湯通り会」、「銀座通り会」、「湯けむり通り会」、「やすらぎ通り会」、「御幸婦人会」の１６団体の地域
団体が存在する。このなかでも、「鉄輪愛酎会」、「かんなめ会」、「鉄輪湯けむり倶楽部」、「鉄輪温泉共栄会」の
４団体が助成事業を受けて、まちづくりをすすめるなど、積極的な活動している。創立当時、「鉄輪愛酎会」は
鉄輪の浮揚を図ること、「かんなめ会」は女将同士の情報交換をすること、「鉄輪湯けむり倶楽部」は地域経済の
活性化に寄与すること、「鉄輪温泉共栄会」は観光客の誘致に努め鉄輪の発展に寄与することを目的としている。
現在では「鉄輪愛酎会」は宣伝活動、鉄輪焼酎の製造・販売、「かんなめ会」は湯けむり工芸展の開催、祭り

の参加、「鉄輪湯けむり倶楽部」は鉄輪の町を歩いて紹介する鉄輪湯けむり散歩の開催、案内板の設置、「鉄輪共
栄会」は祭りの開催などの活動を行っている。全ての団体で創立目的、現状の活動内容ともに、商業・観光活動
に関する内容であることがわかった。「かんなめ会」では通りの清掃活動を行っているため、生活環境維持に関
する活動も加えて行われている。
そして、鉄輪温泉を拓いたとされる一遍上人を敬う湯あみ祭りや温泉の恵みに感謝する温泉祭りの開催や、原

風景形成期から存在した「井田洗濯場」開放のための事業、湯けむり散歩の実施など、４団体ともに文化・歴史
に関連のある活動を行っていることがわかった。

２ 明礬温泉地区
表７－１より自治会は、「明礬自治会」が存在する。創立の目的は、市政の補助的な役割として組織された。

活動内容は、生活環境維持が主な目的である。

407



地域団体は、「明礬旅館組合」、「明礬温泉湯の花製造技術保存会」、「明礬温泉協同組合」の３団体が存在する。
「明礬旅館組合」については、ヒアリングによる調査結果が得られなかったため、不明な事項としている。創立
当時、「明礬温泉湯の花製造技術保存会」は「薬用・湯の花」製造技術の保存・伝承をすること、「明礬温泉協同
組合」は明礬温泉地区の広報活動や景観保全をすることを目的としていた。現在では「明礬温泉湯の花製造技術
保存会」は湯の花製造技術の保存・伝承、「明礬温泉協同組合」は広報活動や特産品考案などの活動を行ってい
る。明礬温泉地区に存在する団体は創立目的、現状の活動内容ともに、商業・観光活動に関する内容であること
がわかった。「明礬温泉協同組合」では明礬地区清掃活動を行っているため、生活環境維持に関する活動も加え
て行われている。

第２節 主な景観構成要素の今後の管理・運営
ワークショップにおいて抽出された各景観構成要素に関する意見および、各景観構成要素についての今後の管

理・運営意見を表７－２、７－３に示す。また、抽出された各景観構成要素の管理・運営方法は、これまでの管
理・運営方法の変遷による影響が大きいと考えられる。そのため、管理・運営の変遷を示した抽出意見を表７－
２、７－３に記載する。各景観構成要素の変遷を踏まえ、抽出された意見の傾向を以下に述べる。

１ 鉄輪温泉地区
過去・現在を通して住民個人で所有され、所有者によって管理・運営されている要素は今後も個人で管理する

という意見が聞かれた。該当する言及のあった要素は「旅館」、「地獄」、「気液分離装置〈タンク〉」である。
しかし、現在住民個人にて管理されている要素の中には、旅館のように「後継者不足の問題がある」といった

声が複数聞かれ、住民も今後の運営の継続が不安視されていることが分かった。また、地域住民により管理され
ている要素でも、現在市有区営温泉である「地獄原温泉」で「組合員が少ない状態である」との声が聞かれ、今
後の管理方法の維持が危ぶまれるものも存在する。
区営温泉や「温泉神社」など、現状で地域住民により管理方法が定まっている要素については、今後も現状の

方法での管理が良いとする意見が聞かれた。地域の人々により管理される現在の方法が、地域のなかで定着して
いることが分かる。
「地獄釜」は現状のまま個人での管理で良いという声が聞かれたが、かつては地域住民によって管理されてい

た要素である。かつての地域住民間での共同利用ではマナーの悪さが問題になり、現在のように個人での所有へ
と変化していったという。今後、地域住民間での管理を行うには、何らかのルールづくりが必要であり、その
ルールに従って協力して管理していくことが必要とされている。
住民間での管理ではなく第三者で管理されている要素では、市有市営温泉や遺構が挙げられる。市有市営温泉

である「熱の湯」において、「利用者のマナーが悪く、汚い」との意見が抽出された。同要素に関する意見では、
「無料ではなくても良いのではないか」「有料にした方が良い」といった意見もあり、住民の中には今後の管理・
運営方法を改善させたい意向を持つ者が存在することが分かった。

２ 明礬温泉地区
過去・現在を通して住民個人で所有され、所有者によって管理・運営されている要素は今後も個人で管理する

という意見が聞かれた。該当する言及のあった要素は、地獄、旅館、湯の小屋事務所跡・倉庫、湯の花製造所の
石製門、気液分離装置〈タンク〉、湯の花小屋である。
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このうち、旅館や湯の花小屋は数が減ってきており、廃業になった旅館や骨組みだけ残されている湯の花小屋
も存在している。これらを含む個人での管理・所有をされている要素は、外部からは管理方法について言及し難
いとの意見が多く、各要素の今後の存続について危機感を感じながらも言及が出来ないでいる状況であることが
分かった。
「神井泉」など現状で地域住民により管理方法が定まっている要素については、今後も現状の方法での管理が

良いとする意見が聞かれた。地域の人々により管理される現在の方法が、地域のなかで定着していることが分か
る。
しかし、「神井泉」は地区東部の住民数名のみにより管理や使用されているが、今後高齢化が進むと現在の管
理方法を存続できなくなる恐れもある。
「地獄釜」は現状のまま個人での管理で良いという声が聞かれたが、かつては地域住民によって管理されてい

た要素である。かつての地域住民間での共同利用ではマナーの悪さが問題になり、現在のように個人での所有へ
と変化していったという。今後、かつてのように地域住民間での管理を行う可能性も考えられるが、それには何
らかのルールづくりが必要であり、そのルールに従って協力して管理していくことが必要とされている。
住民間での管理ではなく第三者で管理されている要素では、市有市営温泉が挙げられる。今後も現在と同じく

市役所による管理方法とする意見が抽出されたが、現在休止している「地蔵泉」については、利用者のマナーが
問題となり湯を止めたという経緯がある。温泉の復活のためにこれらの問題の改善が望まれており、管理や利用
に関し何らかのルールづくりが必要とされていることが明らかとなった。
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表７－２ 抽出された管理・運営および用途・機能に関する意見［鉄輪温泉地区］
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表７－３ 抽出された管理・運営および用途・機能に関する意見［明礬温泉地区］
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表７－４ 管理・運営の変遷からみる抽出された意見［鉄輪温泉地区］

表７－５ 管理・運営の変遷からみる抽出された意見［明礬温泉地区］
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両地区全体の管理・運営の方向性を以下にまとめる。
管理・運営方法について言及のあった要素は、全体的に「現在の管理方法で良いのではないか」という「現状

維持」の意見が抽出された。しかし、「現状維持」との声が聞かれる一方では、現状の管理・運営方法での問題
点も抽出された。住民から抽出された管理・運営の方向性を、各要素の変遷のタイプごとに分類し表７－６に示
す。表中の色は、表７－４、７－５において同じ色で表されている要素を指す。
●変遷タイプ１：過去・現在まで住民個人によって管理されている要素は今後も個人での管理とされるが、管理

方法の存続が少なからず危ぶまれている。今後、第三者や地域住民による管理方法も考慮する
必要性がある。

●変遷タイプ２：現状で地域住民により管理方法が定まっている要素は、既に地域のなかで管理する方法が定着
しており、今後も地域住民による管理とされる。

●変遷タイプ３：過去に地域住民で管理され、現在個人で管理されている要素は今後も個人での管理とされる
が、管理方法の存続が危ぶまれる。そのため、何らかのルールづくりを行った上での地域住民
による管理方法も今後考える必要性がある。

●変遷タイプ４：現在別府市により管理されている要素は、現状維持とされる一方、ルールづくりの必要性が生
じている等、利用に関しての問題が存在する。今後管理・運営方法を見直す必要があり、地域
住民による管理方法への転換も一つの解決策として挙げられる。

表７－６ 管理・運営の変遷タイプからみる今後の方針
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